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職　

員　

紹　

介

南
部
分
署　

荒
牧　

博
昭　

分
署
長　

消
防
１
課　

古
島　

政
富　

小
隊
長

以
下
六
名

消
防
２
課　

池
田　

寛
英　

小
隊
長

　

以
下
六
名

消
防
３
課　

薄
井　

良
文　

小
隊
長

　

以
下
七
名

　

計
二
十
名
の
消
防
官
が
二
十
四
時
間

三
交
代
体
制
で
高
森
町
の
災
害
に
対
応

し
ま
す
。

 

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
！

○
平
成
二
十
四
年
度
の
阿
蘇
消
防
管
内
の
災
害
出
場
件
数

　

・
火
災
出
場
件
数　

　
　
　
　

   

37
件

　
　

（
内　

建
物
火
災
20
件
、
林
野
火
災
５
件
、
車
両
火
災
３
件
）

　

・
救
助
出
場
件
数　

　
　
　

１
０
８
件

　

・
救
急
出
場
件
数　

　

２
，
９
９
１
件

○
平
成
二
十
五
年
度
全
国
統
一
防
火
標
語

■
お
問
い
合
わ
せ
先

　

高
森
警
察
署　

℡
６
２-

０
１
１
０

■
お
問
い
合
わ
せ
先

　

阿
蘇
広
域
消
防
本
部
南
部
分
署　

℡
６
２-

９
０
３
４

■
お
問
い
合
わ
せ
先

　

阿
蘇
税
務
署　

　
　

℡
０
９
６
７-

２
２-

０
５
５
１

使
っ
て
実
感
！
ネ
ッ
ト
で
申
告
「
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
」

　

「
国
税
電
子
申
告
・
納
税
シ
ス
テ
ム
（
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
）
」
で

は
、
自
宅
や
オ
フ
ィ
ス
、
税
理
士
事
務
所
な
ど
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
を
利
用
し
て
、
国
税
に
関
す
る
各
種
手
続
（
①
所
得
税
、
贈
与

税
、
法
人
税
、
消
費
税
、
酒
税
及
び
印
紙
税
の
申
告
、
②
全
て
の

国
税
の
納
税
、
③
納
税
証
明
書
の
交
付
請
求
及
び
法
定
調
書
の
提

出
な
ど
の
申
請
・
届
出
等
）
が
で
き
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

ttp://w
w
w
.

e-tax.nta.go.jp

）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

詳
し
く
は
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い

　

利
用
開
始
の
手
続
、
利
用
時
間
、
パ
ソ
コ
ン
の
環
境
、
ｅ
‐

Ｔ
ａ
ｘ
ソ
フ
ト
や
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
ソ
フ
ト
（
Ｗ
Ｅ
Ｂ
版
）
の
操
作
方

法
、
よ
く
あ
る
質
問
な
ど
、
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
に
関
す
る
最
新
の
情
報

に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご
利
用
の
前
に
ご
確
認

く
だ
さ
い
。
（http://w

w
w
.e-tax.nta.go.jp

）

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
納
税
は
期
限
内
に
！

　

納
税
は
社
会
の
基
本
的
な
ル
ー
ル
で
す
。

　

特
に
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
は
、
消
費
者
か
ら
の
「
預
り

金
的
な
性
格
」
を
有
す
る
税
金
で
す
か
ら
、
期
限
内
に
確
実
に
納

付
し
て
く
だ
さ
い
。

　

納
税
資
金
の
準
備
に
当
た
っ
て
は
、
毎
日
又
は
毎
月
の
売
上
げ

の
中
か
ら
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
相
当
す
る
分
を
積
み
立

て
る
な
ど
、
日
頃
か
ら
納
税
資
金
の
準
備
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

　

な
お
、
期
限
内
に
納
付
が
な
い
場
合
に
は
、
本
税
の
ほ
か
、
完

納
の
日
ま
で
の
延
滞
税
も
併
せ
て
納
付
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
か

ら
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

納
税
に
つ
い
て
お
分
か
り
に
な
り
に
く
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
た

ら
、
管
轄
の
税
務
署
に
お
気
軽
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

平
成
25
年
度
警
察
職
員
採
用
試
験
に
つ
い
て

職
種

警
察
官
Ａ
（
男
性
・
女
性
）

警
察
行
政

受
付

期
間

５
月
13
日
（
月
）　　
　
　

　
　
　
　

〜
５
月
31
日
（
金
）

５
月
13
日
（
月
）　　
　
　

　
　
　
　

〜
５
月
24
日
（
金
）

第
一
次

試
験

試
験
日　

７
月
14
日
（
日
）

試
験
内
容

　

教
養
試
験
・
論
文

試
験
地　

熊
本
市

合
格
発
表　

７
月
下
旬

試
験
日　

６
月
30
日
（
日
）

試
験
内
容

　
教
養
試
験
・
専
門
試
験
・
論
文

試
験
地　

熊
本
市
・
東
京
都

合
格
発
表　

７
月
上
旬

第
二
次

試
験

体
力
試
験　

８
月
10
日
（
土
）

　
　
　
　
　

８
月
11
日
（
日
）

面
接
試
験　

８
月
17
日
（
土
）

　
　
　
　

〜
８
月
24
日
（
土
）

試
験
地　

熊
本
市

合
格
発
表　

８
月
下
旬

面
接
試
験　

７
月
15
日
（
月
）

　
　
　
　

〜
７
月
21
日
（
日
）

試
験
地　

熊
本
市

合
格
発
表　

７
月
下
旬

第
三
次

試
験

な
し

面
接
試
験　

８
月
３
日
（
土
）

　
　
　
　

〜
８
月
８
日
（
木
）

試
験
地　

熊
本
市

合
格
発
表　

８
月
中
旬

受
験

資
格

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
方

●
32
歳
ま
で
の
方
（
昭
和
56
年

４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た

方
）
●
学
校
教
育
法
に
よ
る
大

学
（
短
大
を
除
く
）
を
卒
業
又

は
平
成
26
年
３
月
末
ま
で
に

卒
業
見
込
み
の
方

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

●
22
〜
29
歳
の
方
（
昭
和
59

年
４
月
２
日
〜
平
成
４
年
４

月
１
日
生
）
●
学
校
教
育
法
に

よ
る
大
学
（
短
大
を
除
く
）
を

卒
業
又
は
平
成
26
年
３
月
末

ま
で
に
卒
業
見
込
み
の
方

○　

警
察
官
Ａ
（
武
道
指
導
）
、
警
察
官
Ａ
（
サ
イ
バ
ー
犯
罪

　

捜
査
官
）
、
情
報
処
理
専
門
職
員
、
鑑
識
技
師
に
つ
い
て
も

　

別
途
試
験
予
定
で
す
。

　

採
用
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
先

　
　

■
熊
本
県
警
察
本
部　

警
務
課　

採
用
係

　
　
　
　
　

電
話
０
９
６-

３
８
１-

０
１
１
０　

内
線

2643
・

2644
）

「
消
す
ま
で
は
心
の
警
報
Ｏ
Ｎ
の
ま
ま
」

「
消
す
ま
で
は 

心
の
警
報 

Ｏ
Ｎ
の
ま
ま
」


